
○奈良県警察体力検定等実施細目の制定について

（平成15年３月18日例規第９号）

［沿革］ 平成27年10月例規第23号、28年８月第26号、30年３月第８号、31年４月第23号、令和２年

６月第21号、３年３月第10号改正

このたび、別記のとおり奈良県警察体力検定等実施細目を制定し、平成15年４月１日

から実施することとしたので、警察官の体力の維持向上に実効があがるように努められ

たい。

なお、奈良県警察体力検定等実施細目の制定について（昭和63年４月例規第19号）は、

廃止する。

別記

奈良県警察体力検定等実施細目

第１ 趣旨

奈良県警察体力検定等規程（平成15年３月奈良県警察本部訓令第６号）第８条の規

程に基づき、警察体力検定及び体力テスト（以下「体力検定等」という。）の実施方

法その他必要な事項を定めるものとする。

第２ 実施方法

体力検定等の具体的な実施方法は、この実施細目に定めるところによるほか、警察

体力検定にあっては警察庁が定めるJAPPAT実施マニュアル（以下「実施マニュアル」

という。）、体力テストにあっては文部科学省が定める新体力テスト実施要項（20歳

～64歳対象）（急歩に係る部分を除く。以下「実施要項」という。）の定めるところ

による。

第３ 実施責任者等

１ 実施責任者

(1) 所属に実施責任者を置き、所属長をもって充てる。

(2) 実施責任者は、体力検定等を実施するに当たり、平素から所属の職員に対して事

前トレーニングを徹底させるなど、体力検定等を計画的かつ安全に実施する責を負

う。

２ 推進責任者

(1) 所属に推進責任者を置き、次席（次席の事務を取り扱う管理官を含む。）、副所

長、副隊長、副校長及び副署長又は次長をもって充てる。

(2) 推進責任者は、実施責任者を補佐し、実効ある体力検定等の実施に努めなければ

ならない。



(3) 推進責任者は、安全で効果的な体力検定等の実施計画を策定し、年度当初に当該

該計画を検定責任者を経由して総括検定責任者に報告するものとする。

３ 立会責任者

(1) 実施責任者（警務部警務課が行う体力検定等にあっては、検定責任者。４、第４

及び第７において同じ。）は、警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する

一般職員の中から立会責任者を指定するものとする。

(2) 立会責任者は、体力検定等の実施に立ち会い、体力検定等が安全かつ適正に行わ

れるよう努めなければならない。この場合において、立会責任者に代理を立てては

ならず、特に警察体力検定の実施時には、ゴールの際の転倒に備え介添え補助員を

配置するなど、受傷事故防止のために細心の注意を払うものとする。

４ 測定責任者

(1) 実施責任者は、体力検定等の実施に関する研修等を受けた職員の中から測定責任

者を指定するものとする。

(2) 測定責任者は、体力検定等が適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。

(3) 測定責任者は、体力検定等の測定結果を受検者に通知し、警察体力検定・体力テ

スト受検票（別記様式第１）に記録させるものとする。

(4) 測定責任者は、立会責任者を兼ねることができない。

第４ 実施結果の集計方法等

１ 警察体力検定

実施責任者は、警察体力検定終了後、測定結果及び実施マニュアルに定める警察体

力検定級位基準表に基づき判定した級位について、総括検定責任者に報告するものと

する。

２ 体力テスト

実施責任者は、体力テスト終了後、測定結果、実施要項に定める項目別得点表に基

づく採点結果及び総合評価基準表（別表）に基づく総合評価について、総括検定責任

者に報告するものとする。

第５ 実施結果の評価等

１ 認定及び体力判定

(1) 総括検定責任者は、第４に定める報告を受けたときは、警察体力検定については

級位の認定、体力テストについては体力判定（以下「認定等」という。）を行い、

実施責任者に通知するものとする。

(2) 実施責任者は、(1)の認定等に基づき受検者に級位又は体力判定の結果を通知し、

体力の現状を認識させるものとする。



２ 体力検定等の認定等の効力は、認定等の日から翌年度末までを有効とする。ただし、

当該有効期間内に新たに認定等を受けた場合は、その認定等をもって有効とする。

３ 総括検定責任者は、全所属の実施結果を取りまとめるとともに、その結果に基づい

て基礎体力の維持、向上のため必要な措置を講ずるものとする。

第６ 受検者の健康チェック

１ 実施責任者は、体力検定等を実施するときは、あらかじめ受検者に健康状態等直前

チェック票（別記様式第２）を作成させ、受検者の健康状態を確認するものとする。

２ 実施責任者は、健康状態等直前チェック票の疾患チェック項目又は自覚症状等チェ

ック項目のいずれかに該当している者に体力検定等を受検させてはならない。

第７ 実施上の留意事項

体力検定等の実施に当たっては、次の事項に留意すること。

１ 実施マニュアル及び実施要項に従って、適正かつ安全に行うこと。

２ 実施日を可能な限り早期に示達し、受検者が心身ともに十分な状態で受検できるよ

う配意すること。

３ 受検者の健康状態等を十分にチェックし、異常のある者には受検させないようにす

るとともに、準備運動及び整理運動を確実に行うこと。

４ 体力検定等に使用する器具等については、事前点検を徹底し、正しい方法で安全か

つ正確な測定を行うこと。

５ 時季、場所、気象状況等を考慮して、炎天下、強風等体調及び記録に影響を及ぼす

ような条件下では実施しないこと。

６ 受検者の服装は、運動に適したものとすること。

第８ その他

奈良県警察以外の実施機関において行われた体力検定等の測定結果に基づく認定等

は、第５の１の規程により総括検定責任者が行う認定等とみなすものとする。



別表（第４関係）

総合評価基準表

段階 18歳～2 25歳～2 30歳～3 35歳～3 40歳～4 45歳～4 50歳～5 55歳～5 60歳～6

4歳 9歳 4歳 9歳 4歳 9歳 4歳 9歳 5歳

A 50以上 49以上 49以上 48以上 46以上 43以上 40以上 37以上 33以上

B 44～49 43～48 42～48 41～47 39～45 37～42 33～39 30～36 26～32

C 37～43 36～42 35～41 35～40 33～38 30～36 27～32 24～29 20～25

D 30～36 29～35 28～34 28～34 26～32 23～29 21～26 18～23 15～19

E 29以下 28以下 27以下 27以下 25以下 22以下 20以下 17以下 14以下






